
3古紙 リサイクルできるもの事業系一般廃棄物の
分け方・出し方 4紙類 リサイクルできないもの事業系一般廃棄物の

分け方・出し方

自己搬入

許可業者

例 例

※新聞、段ボール、紙パック、雑誌だけではなく、オフィスペーパー（雑がみ）とシュレッダー古紙の分別の徹底をお願いします。
　雑がみは燃やせるごみへの混入割合が多く、分別すれば大幅なごみの減量につながります。

シュレッダー古紙は資源化できます
古紙業者へお問い合わせください

自己搬入

許可業者

●環境センター
　（ごみ焼却施設）
　❶ ❷

古紙業者など ❶ ❷

❶一般廃棄物収集運搬業許可業者に回収を依頼する
　委託先については、16ページ「会津若松市一般廃棄物処理業（収集運搬）許可業者一覧」をご覧ください。

古紙業者によって、分別区分などが異なる場合があります。
　収集運搬許可業者又は古紙業者へ相談してください。

❷自ら古紙業者へ持ち込む

処理施設
処理施設

古紙の種類 リサイクルできないもの×（禁忌品）

リサイクルできるもの
新聞、段ボール、
紙パック、雑誌、
オフィスペーパー（雑がみ）、
シュレッダー古紙などの
古紙類

リサイクルできないもの
防水加工された紙、
圧着はがき、感熱紙、
カーボン紙、
汚れた紙（油のついた紙、
ティッシュくず）など

可能な限り、古紙の資源化をお願いします！

❶環境センター（ごみ焼却施設）へ自己搬入する（有料）

❷一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する
　委託先については、16ページ「会津若松市一般廃棄物処理業（収集運搬）許可業者一覧」をご覧ください。

新聞 段ボール コピー用紙 チラシ 名刺

封筒 包装紙 紙袋紙パック 雑誌

処理方法 処理方法

食品残渣のついた紙
臭いのついた紙
防水加工された紙

ラミネート紙、
樹脂・

アルミコーティング紙

カーボン紙、
ノーカーボン紙

印画紙（写真）
圧着はがき

感熱紙（レシート）
カーボン紙、シールと台紙、

粘着テープ

不織布

オフィスペーパー（雑がみ）

古紙業者については、１４ページ「資源物回収業者等のお問い合わせ先」をご覧ください。
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